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ふるさと納税による市税の減収額
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約４億
8000万円

約６億
4000万円

約７億
6000万円

約８億
6000万円

見込ふるさと納税 と
安城市の現状 について

　返礼品を目的としてふるさと納税を活用する人が
年々増加しています。ふるさと納税で他市へ流出し
た市民税の減収分は国から補填されないため、市の
財政に大きく影響します。

確定申告をする人は、ふるさと
納税ワンストップ特例の申請が
無効になります。

確定申告の際は、ワンストップ特例
の申請をした分も含めて寄附金控除
を申告をする必要があります。また、
ふるさと納税の寄附先が５団体を超
える人も、ワンストップ特例の申請
が無効になるため、同様に確定申告
をする必要があります。

ふるさと納税のワンストップ
特例が無効になる人

市民税・県民税の電子申告
　令和８年度（令和７年）分から、スマートフォンやパソコンから
マイナンバーカードを利用して市民税・県民税の申告ができるよ
うになります。令和７年に所得がなかった人でも、国民健康保険
の軽減を受ける人や、非課税証明書を取得する人は、市民税・県
民税の申告が必要です。来庁不要で24時間・365日利用できる電
子申告システムを、ぜひご利用ください。

システム利用に必要なもの
●◦�マイナンバーカード（数字4桁の券面事項入力補助用パスワー
ド、英数字6～16桁の署名用電子証明書用パスワードが必要。）

●◦�申告用デバイス（スマートフォン、パソコン等）
●◦メールアドレス
●◦添付書類（源泉徴収票、控除証明書等）
※�詳しい申告方法や必要な添付書類については、右記
QRコードより市HP参照。

●対象者
❶➡65歳以上で要介護認定１～５の人�
●❷�➡6カ月以上寝たきり状態にある
人で、医師が治療上おむつの使用
が必要であると認めた人
●申込み　高齢福祉課（☎〈71〉2223）
※�認定書、確認書は申込み後１週間
程度で送付します。

●�❶障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳等の交付を受けていない要介護者で、障害者に準ずる
人であると認められると、市発行の認定書で障害者控除を受けること
ができます。認定書を持っていない人は、高齢福祉課へ申し込んでく
ださい。
●�❷おむつ代の医療費控除確認書
おむつ代を医療費控除の対象とする場合は医師発行のおむつ使用証明
書が必要ですが、市発行の確認書でこれに代えられる場合があります。

要介護認定を受けている人の控除

申告に関する主な制度について
問▶刈谷税務署（☎〈２１〉６２１１）、市市民税課（☎〈７１〉２２１4）

医療費控除

なお、医療費の領収書は５年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知（健康
保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等）を添付すると、明細の記入を省略できます。

「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書の添付又は提示による申告はできません。

問▶財政課（☎〈７１〉２２７5）
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知ることからはじめよう

空き家 いろはの

ぼく、
あきニャン
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topic 2

空き家の問題は他人事ではありません。
自分自身や家族、まわりの大切な人のため
にも、少しでも早いうちから、住まいの未
来を考えてみませんか？

悩みや心配を解決する
第１歩として…

を作成しました！

●空き家って⾃分にも関係あるの？
●まだ空き家じゃないけど…
●これからどうしよう…
●専⾨的なアドバイスが欲しい！

空き家を放置すると資産価値が低下し、
売買が困難になったり、ご近所に迷惑をかけてしまいます。

■空き家相談会 
月に１回、宅地建物取引士に相談が 
できます（詳細は本号31ページ参照）。
■空き家の管理（有料） 

（公社）安城市シルバー人材センター 
☎︎0566〈76〉1415

■空き家の売買等 
(公社)愛知県宅地建物取引業協会 
☎︎052〈522〉2567
■空き家の解体 
㈱クラッソーネ　☎︎0120〈304〉395
■空き家の法律相談（有料） 
愛知県弁護士会　岡崎法律相談センター 
☎︎0564〈54〉9449

「空き家」は
身近な問題です。

空き家対策リーフレット

「空き家のいろは」

問▶建築課（☎〈7１〉224１）

相談について

詳細やその他の
情報は市HP参照

倒壊

悪臭

火災・
放火

不法
侵入

景観の
悪化

ねずみ・
害虫等

枝の
はみだし

外壁
落下

空き家を放置するリスクとデメリット

■管理責任
空き家が原因で事故が起きた際
は、賠償責任が問われる可能性
があります。適切な管理を⾏い
ましょう。

■軽減措置
屋根・壁が破損している等、管
理が不⼗分な空き家は指導・勧
告の対象となり、勧告を受ける
と固定資産税等の軽減措置（住
宅⽤地特例）が受けられなくな
る可能性があります。

空き家を適切に
管理しないと…

空き家のことを知ろう！

～知ることからはじめよう～

の空き家
いろは

安城市


